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レバノン寄港の際のイスラエル不寄港証明書について 

 

アラブ諸国の中にはイスラエル寄港履歴のある船舶の入港を認めない国があり、当該船舶

をブラックリストに掲載する場合があります。当該措置を取っているアラブ諸国の一つで

あるレバノンは、最近同国諸港に入港する前に当該船舶がブラックリストに掲載されてい

ないことの証明書の取得/保持を義務付けることを発表しました(イスラエルに寄港した船

舶はブラックリストに掲載されます)。 

 

同証明書はレバノンのMinistry of Economy and Commerceの下部組織であるBoycott 

Office of Israelにより発行され、同証明書を所持していない場合はレバノン諸港への入港

が禁止されます。また、証明書に当該船舶がブラックリスト掲載船(すなわち、イスラエル

寄港履歴がある)であるとされた場合、同船舶はレバノン諸港へ入港することができません。

証明書の発行には通常 2 日程度かかる模様です。レバノン寄港予定がある場合には十分に

余裕をもって証明書を取得されることをお勧め致します。証明書の取得事務は弁護士事務

所Baroudi & Associatesが代行することができ、費用はUSD400程度とのことです。 
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